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司法行政文書開示通知書

平成31年3月7日付け（同月8日受付，最高裁秘書第1261号）で申出のあ

りました司法行政文書の開示について，下記のとおり，開示することとしましたの

で通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

沖縄の復帰に伴う裁判所の職員の特別措置に関する規程（昭和47年最高裁判

所規程第3号） （片面で2枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



○沖縄の復帰に伴う裁判所の職員の特別措置に関する規程
‐昭和四七年五月二日

最高裁判所規程第三号

（裁判所書記官等の任用）

第一条沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律（昭和四十六年法律第百二十九号。以下
「法」という。 ）第三十二条の規定により裁判所の職員となった者（裁判官に任命された

者を除く。以下「承継職員」という。 ）で、最高裁判所による裁判所書記官選考に合格し
たものは、裁判所書記官任用試験規程（昭和二十四年最高裁判所規程第二十四号）第一条

の規定にかがぉらず､裁判所書記官に任用し､家庭裁判所調査官選考に合格したものは、

家庭裁判所調査官に任用し､家庭裁判所調査官補選考に合格したものは､家庭裁判所調査
官補に任用することができる。

（家庭裁判所調査官研修所への入所）

第二条承継職員で､法の施行の際家庭裁判所調査官研修所において家庭裁判所調査官研修
所規程(昭和三十二年最高裁判所規程第一号)第八条の規定により同研修所に入所した者
と同一の研修を受けているものは、同条の規定により同研修所に入所したものとみなす。

この場合において、当該承継職員が法の施行前に同研修所において受けた研修の期間は、

同規程第九条に規定する入所の期間に算入する。

（服務の宣誓)

第三条承継職員で､次の表の上欄に掲げる裁判所又は検察審査会に勤務するものは､裁判
所職員の服務の宣誓に関する規程(昭和二十四年最高裁判所規程第二十一号)第四条及び

同聿の下墹1F堀げろ者の面前において､服務の宣誓を行なう。睦司～塁,T，』E－P宗去、名､+へ仁剴垂
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垣岡窩竺裁判所那覇支部 垣岡高竺裁判所那覇支部長

那覇地方裁判所

那覇簡易裁判所

邪顯稔寒寒杏会

那覇地方裁判所長

？
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那覇地方裁判所コザ支部

コザ簡易裁判所

那覇地方裁判所コザ支部長
g ■

那覇地方裁判所名護支部

鑑識簡易裁判所

那覇地方裁判所名護支部長

那覇地方裁判所平良支部

平良簡易裁判所

那覇地方裁判所平良支部長



｜ ’|華 古坐幸壺未今
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2前項の規定により宣誓を行なった者の署名押印の終った宣誓書は､裁判所職員の服務の

宣誓に関する規程第六条第一項の規定にかかわらず､裁判官以外の裁判所職員の任免等に
頭_ｵｰｽ相日ll ｲﾛ画和一十軒年鳥高裁判所規則第四号)の規定によりその者に対し任免権を有関する規則(昭和二十五年最高裁判所規則第四号）

する裁判所が保管する。

附則

この規程は、法の施行の日から施行する。

(施行の日＝昭和四七年五月一五日）
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那覇地方裁判所石垣支部

石垣簡易裁判所

右短棉寒寒杏会

那覇地方裁判所石垣支部長
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耶覇蒙底裁判所 耶頴実睦裁判所長

薊K霜表症裁判所コザ支部 耶謡蒙底裁判所コザ支部長

詞K癩蒙底裁判所名護支部 判K謡実底裁判所名講支部長

耶癩実庵裁判所平良支部 乳K謡実庵裁判所平良支部長 ．

邪悪家庭裁判所石垣支部 那覇家庭裁判所石垣支部長


